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(57)【要約】
【課題】異なる動作電流の下でも優れた色安定性を持た
せた白色光発光装置を提供する。
【解決手段】発光素子と、窒化物蛍光体と、窒酸化物蛍
光体とを備えた白色光発光装置である。発光素子は第１
の波長領域を有する第１の色光を発生させる。窒化物蛍
光体および窒酸化物蛍光体はこの発光素子を被覆し、こ
の二つの蛍光体が第１の色光を受けて励起した後、第２
の波長領域を有する第２の色光および第３の波長領域を
有する第３の色光をそれぞれ発生させる。第１の色光と
、第２の色光と、第３の色光とを混合して白色光を形成
する。白色光発光ダイオードも明細書中に開示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の波長領域を有する第１の色光を発生させる発光素子と、
　前記発光素子を被覆し、前記第１の色光を受けて励起した後、第２の波長領域を有する
第２の色光を発生させる窒化物蛍光体と、
　前記発光素子を被覆し、前記第１の色光を受けて励起した後、第３の波長領域を有する
第３の色光を発生させる窒酸化物蛍光体と、を備え、
　前記第３の色光と、前記第２の色光と、前記第１の色光とを混合して白色光を形成する
、ことを特徴とする白色光発光装置。
【請求項２】
　前記発光素子は、III－V族元素の多元複合化合物の半導体素子である、ことを特徴とす
る請求項１に記載の白色光発光装置。
【請求項３】
　前記第１の波長領域が約３６０ｎｍ～４８０ｎｍである、ことを特徴とする請求項１に
記載の白色光発光装置。
【請求項４】
　前記第２の波長領域が約５６０ｎｍ～７６０ｎｍである、ことを特徴とする請求項１に
記載の白色光発光装置。
【請求項５】
　前記窒化物蛍光体の化学式がＣａＳｉＮ２：Ｃｅである、ことを特徴とする請求項１に
記載の白色光発光装置。
【請求項６】
　前記窒化物蛍光体の化学式がＣａｘＳｉｙＮ３：Ｃｅであり、かつ０＜（ｘ，ｙ）＜４
である、ことを特徴とする請求項１に記載の白色光発光装置。
【請求項７】
　前記第３の波長領域が約４９０～６６０ｎｍである、ことを特徴とする請求項１に記載
の白色光発光装置。
【請求項８】
　前記窒酸化物蛍光体の化学式がＳｒＳｉ２Ｏ２Ｎ２：Ｅｕである、ことを特徴とする請
求項１に記載の白色光発光装置。
【請求項９】
　前記窒酸化物蛍光体の化学式がＳｒ２-２ｘＳｉＯ４-ｙＮｙ：Ｅｕであり、かつ０＜ｘ
＜１，０＜ｙ４である、ことを特徴とする請求項１に記載の白色光発光装置。
【請求項１０】
　第１の波長領域を有する青色光を発生させる発光素子と、
　前記発光素子を被覆し、前記青色光を受けて励起した後、第２の波長領域を有する赤色
光を発生させるセリウム金属が活性化した窒化物である窒化物蛍光体と、
　前記発光素子を被覆し、前記青色光を受けて励起した後、第３の波長領域を有する緑色
光を発生させるユーロピウム金属が活性化した窒酸化物である窒酸化物蛍光体と、を備え
、
　前記緑色光と、前記赤色光と、前記青色光とを混合して白色光を形成する、ことを特徴
とする白色光発光ダイオード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光装置に関し、とりわけ白色光発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　白色光発光ダイオードは省電力で、駆動電圧が低く、寿命が長く、環境に優しいなどの
長所を備えていることから、各種照明機器および液晶ディスプレイのバックライト上に徐
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々に用いられるようになり、現代の重要な発光装置となっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　現在、従来の白色光発光ダイオードにおける一つの製造方法として、白色光を発生させ
るために、青色発光素子を用いて更に黄色の蛍光体料を付加するものがある。この方法で
発生された白色光の効率はかなり優れているが、演色性が劣り、色飽和度が悪く、しかも
高い電流の下では表現される色度座標の偏移が大きいという欠点がある。液晶ディスプレ
イおよび一部照明機器の使用において、色への要求はかなり厳しいことから、上記した欠
陥により、液晶ディスプレイおよび照明機器の表示および照明効果が落ちてしまう。した
がって、異なる動作電流の下でも良好な色安定性を持たせるとともに、優れた演色性およ
び色飽和度を持たせた白色光発光装置は現代の工業において必要とされている。
【０００４】
　したがって、本発明では、異なる動作電流の下でも優れた色安定性を持たせた白色光発
光装置を提供する
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施例によれば、発光素子と、窒化物蛍光体と、窒酸化物蛍光体とを備えた
白色光発光装置を提供する。発光素子は、第１の波長領域を有する第１の色光を発生させ
る。窒化物蛍光体および窒酸化物蛍光体はこの発光素子を被覆し、二つの蛍光体が第１の
色光を受けて励起した後、第２の波長領域を有する第２の色光および第３の波長領域を有
する第３の色光をそれぞれ発生させる。第１の色光と、第２の色光と、第３の色光とで白
色光を発生する。
【０００６】
　本発明の一実施例によれば、白色光発光ダイオードを提供するものである。この白色光
発光ダイオードは、発光素子と、窒化物蛍光体と、窒酸化物蛍光体とを備えている。発光
素子は第１の波長領域を有する青色光を発生させる。窒化物蛍光体は窒化物蛍光体および
窒酸化物蛍光体はこの発光素子を被覆するとともに、この二つの蛍光体は、それぞれセリ
ウム金属が活性化した窒化物およびユーロピウム金属が活性化した窒酸化物からなる。か
つ、この二つの蛍光体は青色光を受けて励起した後、第２の波長領域を有する赤色光およ
び第３の波長領域を有する緑色光をそれぞれ発生する。前記した青色光、赤色光および緑
色光を混合して白色光を形成する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の実施例に記載するように、本発明の実施例に記載する白色光発光装置は、異な
る動作電流の下、発光装置は動作電流の変化によって色の偏差が生じることはない。しか
も、前記の白色光発光装置の演色評価数（ｃｏｌｏｒ ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ ｉｎｄｅｘ；
ＣＲＩ）は９０以上であり、優れた演色性を備えている。これ以外に、本発明の実施例に
おいては、三原色を組み合わせてなる白色光発光装置を使用し、ディスプレイのバックラ
イトとして用いた場合、その色飽和度は６８％に達し、従来の青色チップに黄色蛍光体を
組み合わせて製造されたバックライトのディスプレイにおける色飽和度に比べて高くなっ
ている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１は本発明の一実施例に記載する白色光発光装置の断面構造図である。図１において
、白色光発光装置１００は主に発光素子１０４と、封止樹脂体１０８とから構成されてい
る。封止樹脂体１０８は窒化物蛍光体および窒酸化物蛍光体をその中に分散するものであ
り、この二つの蛍光体は窒化物および窒酸化物とからなる。また、発光素子１０４下方に
は封止トレー１０２を備えている。封止トレー１０２と発光素子１０４との間には、封止
トレー１０２および発光素子１０４を電気的に接続する少なくとも一本のリード線１０６



(4) JP 2008-60530 A 2008.3.13

10

20

30

40

を備え、発光素子１０４はリード線１０６を介して外部から印加される電圧を受けて発光
する。
【０００９】
　前記実施例において、発光素子は第１の波長領域を有する第１の色光を発生させるもの
である。第１の色光は窒化物蛍光体および窒酸化物蛍光体を励起して、第２の波長領域を
有する第２の色光および第３の波長領域を有する第３の色光をそれぞれ発生する。第１、
第２および第３の色光の混合により、白色光発光装置１００は更に白色光を発生する。一
実施例において、白色光発光装置１００は白色光発光ダイオードである。
【００１０】
　上記した第１の色光は青色光であり、第１の波長領域は約３６０ｎｍ～４８０ｎｍであ
る。第２の色光は赤色光であり、第２の波長領域は約５６０ｎｍ～７６０ｎｍである。第
３の色光は緑色光であり、第３の波長領域は約４９０～６６０ｎｍである。
【００１１】
　半導体素子を上記した発光素子とすることができ、この半導体素子はIII－V族元素の多
元複合化合物である。上記の窒化物蛍光体は例えばセリウム金属が活性化した窒化物であ
って、例えばＣａｘＳｉｙＮ３：Ｃｅ（０＜（ｘ，ｙ）＜４）またはＣａＳｉＮ２：Ｃｅ
（励起波長は約３００ｎｍ～５００ｎｍ）である。窒酸化物蛍光体は例えばユーロピウム
金属が活性化した窒酸化物であり、例えばＳｒ２-２ｘＳｉＯ４-ｙＮｙ：Ｅｕ（０＜ｘ＜
１，０＜ｙ４）またはＳｒＳｉ２Ｏ２Ｎ２：Ｅｕ（励起波長は約３５０ｎｍ～４８０ｎｍ
）である。
【００１２】
　図２は本発明の一実施例に記載する白色光発光装置の２０ｍＡの直流動作電流の下にお
ける各色光の出射光スペクトルである。このうち（ａ）図はIII－V族元素からなる半導体
発光素子が出射する青色光の光スペクトルであり、その出射波長は約４３０ｎｍ～４８０
ｎｍである。（ｂ）図は前記した窒酸化物蛍光体ＳｒＳｉ２Ｏ２Ｎ２：Ｅｕが青色光を受
けて励起した後に出射される光スペクトルであり、その出射波長は約４８０ｎｍ～６６０
ｎｍであって、緑色光の光スペクトルである。４３０ｎｍ～４８０ｎｍで現われる光スペ
クトルはそれが光源を励起する出射青色光の光スペクトルである。（ｃ）は前記した窒化
物蛍光体ＣａＳｉＮ２：Ｃｅが青色光を受けて励起した後に出射される光スペクトルであ
り、その出射波長は５６０ｎｍ～７８０ｎｍであって、赤色光の光スペクトルである。（
ｂ）図に記載するのと同じく、４３０ｎｍ～４８０ｎｍで現われる光スペクトルはそれが
光源を励起する出射青色光の光スペクトルである。（ｄ）図は前記した三種類の色の光ス
ペクトルを混合して形成される白色光の光スペクトルであり、その出射波長は約４３０ｎ
ｍ～７８０ｎｍである。
【００１３】
　図３は図２にて記載する白色光発光装置の異なる動作電流の下における各色度座標の変
化である。ａ、ｂ、ｃ、ｄはそれぞれ白色光発光装置が出射する光混合前の青色光、緑色
光、赤色光、および三原色を混合した後に発生する白色光を表わしている。異なる動作電
流の下、各色の光の色度座標の変化はかなり緩やかとなっており、これから理解できるよ
うに、この白色光発光装置は優れた色安定性を備えており、その色度座標は動作電流の変
化に伴って大幅な偏移が生じるようなことはない。
【００１４】
　更に図２において記載する白色光発光装置の異なる動作電流の下における白色光の色安
定性の変化を[表１]で開示している。[表１]において、電流が５ｍＡから６０ｍＡにまで
上昇したとき、その色度座標、色温度および演色評価数（ｃｏｌｏｒ ｒｅｎｄｅｒｉｎ
ｇ ｉｎｄｅｘ；ＣＲＩ）のいずれもが、かなり安定した表現性を示している。例えばそ
の演色評価数の変化がわずかに２.１％前後で、その色温度の変化は１.５％未満となって
いる。
【００１５】
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【表１】

【００１６】
　本発明の上記実施例から理解できるように、本発明の実施例に記載する白色光発光装置
は、異なる動作電流の下、その色度座標、色温度および演色評価数はいずれも優れた安定
性を備えている。言い換えるならば、この白色光発光装置を異なる動作電流の下で使用す
る必要がある場合でも、この発光装置は動作電流の変化によって色の偏差が生じることは
ない。しかも、前記の白色光発光装置の演色評価数（ｃｏｌｏｒ ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ ｉ
ｎｄｅｘ；ＣＲＩ）は９０以上であり、一方従来の白色光発光ダイオードのＣＲＩはわず
かに８０前後でしかなく、比較してみると、本発明の実施例における白色光発光装置はよ
り優れた演色性を備えている。これ以外に、本発明の実施例においては、三原色を組み合
わせてなる白色光発光装置を使用し、ディスプレイのバックライトとした場合、その色飽
和度は６８％に達し、従来の青色チップに黄色蛍光体を組み合わせて製造されたバックラ
イトのディスプレイにおける色飽和度（約６０％）に比べて１３％高くなっている。
【００１７】
　確かに本発明では実施例を上記のように開示したが、これは本発明を限定するためのも
のではなく、当業者であれば、本発明の主旨および範囲を逸脱することなく、各種の変更
および付加を行うことができるので、本発明の保護範囲は別紙の特許請求の範囲による限
定を基準と見なす。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　本発明の上記およびその他目的、特徴、長所および実施例をより明確に理解できるよう
、添付の図面の詳細な説明を下記のとおり行う。
【図１】本発明の一実施例に記載する白色光発光装置の断面構造図である。
【図２】本発明の一実施例に記載する白色光発光装置の２０ｍＡの直流動作電流の下にお
ける各色光の出射光スペクトルである。
【図３】図２にて記載する白色光発光装置の異なる動作電流の下における各色度座標の変
化である。
【符号の説明】
【００１９】
１００ 白色光発光装置
１０２ 封止トレー
１０４ 発光素子
１０６ リード線
１０８ 封止樹脂体
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